
 I nformation  各機関からのお知らせ

　

　

　

　

松前町は令和 42 年に 25,000 人のまちを維持します

Statistics
統計

（　）は前月比

男性   14,520 人     
女性   16,106 人    
合計   30,626 人    
世帯   13,420 世帯

( ー 26）
( ー 16）
( ー 42）
( ー 27）

人の動き
 （R2.1.31現在）

支払
◎納期限内に納めてください

納期限   3 月 31日火  口座振替    3 月 25 日水

国民健康保険税（普通徴収）　           　  第 9 期
介護保険料（普通徴収）　　      　   　　 第 9 期
後 期高齢 者医 療 保険 料（ 普 通 徴 収 ）        第 9 期

Payment

消費者力
UP通信

賃貸住宅退去時の
敷金精算にご注意
を！

安心して役場の相談窓口にご相談ください！
相談は秘密厳守で、匿名でもできます。
情報提供も受付中です。

▽ 消費者ホットライン

　☎ 1
い

8
や

8
や

（9 時～ 17 時）

▽ 消費生活相談窓口（産業課内）
　☎ 985-4120　FAX 985-4147

【アドバイス】
○　畳の日焼け、壁・床・天井の汚れなど普通に暮らして
　いてかかる修繕費用は原則家主の負担です。
○　入居前に契約書をよく確認しましょう。
○　退去時の点検には必ず立ち会い、費用負担を話し合い
　ましょう。
○　修理代を請求されたら、まず明細を出してもらいましょう。
○　トラブルになった場合は、すぐに相談しましょう。

【相談事例】
　アパートを退去したら、清掃やクロス張り替えなどの高
額な修繕費用を請求され、敷金がほとんど戻ってこなかっ
た。この費用は負担しなければならないのか。

▼
講
座　

①
②
と
も
各
20
回
開
催

▼
日
程　

６
月
～
11
月

▼
時
間　

①
19
時
30
分
～
20
時
20
分

　
　
　
　

②
20
時
30
分
～
21
時
20
分

▼
場
所　

松
前
公
園
体
育
館
卓
球
場

▼
定
員　

①
②
各
60
人（
抽
選
）

▼
受
講
料　

町
内
の
人　

４
０
０
０
円

　
　
　
　
　

町
外
の
人　

４
８
０
０
円

▼
申
し
込
み
期
間　

　

４
月
１
日（
水
）
～
25
日（
土
）

※
開
始
以
前
の
提
出
は
無
効

▼
申
し
込
み
方
法　

申
込
書
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、Ｆ
Ａ
Ｘ
、メ
ー
ル
、郵
送
、

窓
口
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

※
申
込
書
は
、４
月
に
回
覧
予
定
で
す
。

松
前
公
園
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
る
ほ
か
、同
窓
口
と
社
会
教

育
課
に
も
あ
り
ま
す
。

▼
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ

　

松
前
公
園（
担
当
：
野
村
）

　

〒
７
９
１
―
３
１
２
０

　

松
前
町
大
字
筒
井
６
３
８
番
地

☎
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
９
８
４
―
７
２
２
７

メ
ー
ルtop@

i-m
asaki.jp

　

四
国
財
務
局
は
、
借
金
を
抱
え
悩
ん

で
い
る
人
の
た
め
に「
相
談
窓
口
」
を

設
け
て
い
ま
す
。
債
務
に
関
す
る
悩
み

を
お
聞
き
す
る
と
と

も
に
、
必
要
に
応
じ

て
、
弁
護
士
や
司
法

書
士
な
ど
の
法
律
専

門
家
へ
の
引
き
継
ぎ

を
行
っ
て
い
ま
す
。

お気軽にどうぞ！

消費生活相談員
武田　咲枝

　

レ
ス
キ
ュ
ー
体
験
や
救
急
救
命
体
験

を
し
ま
せ
ん
か
。
先
着
順
で
、
は
し
ご

車
搭
乗
体
験
も
で
き
ま
す
よ
。

▼
日
時　

３
月
７
日
（
土
）
10
時
～
15
時

▼
場
所　

伊
予
消
防
署

　
（
伊
予
市
下
吾
川
９
５
０
番
地
３
）

▼
駐
車
場　

山
田
建
工
駐
車
場
、フ
レ
ッ

シ
ュ
バ
リ
ュ
ー
伊
予
店
第
２
駐
車
場

※
雨
天
時
は
内
容
を
縮
小
し
て
屋
内
実
施

問
伊
予
消
防
等
事
務
組
合

　
　
　
　
　
　

☎
９
８
２
―
０
１
１
９

 

消
防
士
の
仕
事
を
の
ぞ
い
て
み
よ
う

消
防
フ
ェ
ア
２
０
２
０

▼
開
設
事
業
所

　

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所　

　

十
人
十
色

　
（
松
前
町
大
字
筒
井
７
２
２
番
地
５
）

▼
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
と
は

　

障
が
い
の
あ
る
就
学
児（
小
学
生
・

中
学
生
・
高
校
生
）
が
、
学
校
の
授
業

終
了
後
や
長
期
休
暇
中
に
通
う
こ
と
の

で
き
る
施
設
で
す
。
着
替
え
や
掃
除
な

ど
、
日
常
生
活
で
必
要
な
基
本
動
作
や

学
習
に
必
要
な
能
力
を
習
得
す
る
た
め

の
指
導
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
他
に
も
、

集
団
生
活
に
適
応
す
る
た
め
の
ソ
ー

シ
ャ
ル
ス
キ
ル
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
な
ど
を

行
い
ま
す
。

※
利
用
す
る
に
は「
福
祉
サ
ー
ビ
ス
受

給
者
証
」
が
必
要
で
す
。
希
望
す
る
場

合
は
、
福
祉
課
障
が
い
福
祉
係
ま
で
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。

問
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス  

十
人
十
色

☎
９
０
４
―
１
１
４
９

問
福
祉
課
障
が
い
福
祉
係

☎
９
８
５
―
４
１
１
２

１
月
か
ら
町
内
に
事
業
所
が
新
設

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

　
「
自
殺
予
防
月
間
」に
合
わ
せ
、
弁
護

士
が
無
料
で
電
話
相
談
に
応
じ
ま
す
。

お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　

３
月
３
日（
火
）10
時
～
15
時

▼
相
談
専
用
☎　

９
１
３
―
５
５
７
０

※
面
談
相
談
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
愛
媛
弁
護
士
会

　
　
　
　
　
　

☎
９
４
１
―
６
２
７
９

  

暮
ら
し
と
こ
こ
ろ
の
相
談
会

弁
護
士
に
よ
る
電
話
相
談

多
重
債
務
で
悩
ま
な
い
で

　   

松
前
公
園
ス
ポ
ー
ツ
講
座 

 

体
幹
エ
ク
サ
サ
イ
ズ

　

相
談
は
無
料
で
す
。
秘
密
は
厳
守
し

ま
す
の
で
、
一
人
で
悩
ま
ず
に
気
軽
に

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
相
談
方
法　

　

ま
ず
は
電
話
し
て
く
だ
さ
い
。
折
り

返
し
電
話
を
掛
け
直
し
ま
す
。

▼
受
付
日　

月
曜
日
～
金
曜
日

（
祝
日
と
12
月
29
日
～
１
月
３
日
を
除
く
）

▼
受
付
時
間　

　

９
時
～
12
時
、
13
時
～
17
時

問
四
国
財
務
局
多
重
債
務
者
相
談
窓
口

　
　

☎
０
８
７
―
８
１
１
―
７
８
０
１

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
８
７
―
８
２
３
―
２
０
２
５

　
　

今
、
世
界
約
70
カ
国
で
１
０
０
０
を

超
え
る
仕
事
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
海
外
協
力
隊
と
し
て
、
あ
な

た
の
技
術
や
経
験
を
開
発
途
上
国
で
生

か
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

応
募
に
関
す
る
詳
細
は
、
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
応
募
資
格　

　

昭
和
25
年
４
月
１
日
～
平
成
12
年
９

月
２
日
生
ま
れ
で
日
本
国
籍
を
持
つ
人

▼
応
募
期
限　

３
月
30
日（
月
）正
午

▼
応
募
方
法　

原
則
ウ
ェ
ブ
応
募
と
な

り
ま
す
。Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
海
外
協
力
隊
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト（https://w

w
w

.jica.go.jp/
volunteer

）か
ら
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

※
特
別
な
事
情
に
よ
り
ウ
ェ
ブ
応
募
が

で
き
な
い
場
合
は
、Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
海
外
協

力
隊
募
集
事
務
局
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。応
募
書
類
を
送
付
し
ま
す
。

問
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
海
外
協
力
隊
募
集
事
務
局

　
（
平
日
10
時
～
12
時
、
13
時
～
17
時
）

☎
０
４
２
―
４
０
４
―
５
０
２
１

メ
ー
ル　

contact@
jocv.info

　
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
四
国

　
（
平
日
９
時
30
分
～
17
時
30
分
）

☎
０
８
７
―
８
２
１
―
８
８
２
５

い
つ
か
世
界
を
変
え
る
力
に
な
る

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
海
外
協
力
隊

　
　

４
月
１
日
か
ら
、
中
小
企
業
で
も
時

間
外
労
働
の
上
限
規
則
が
適
用
さ
れ
ま

す
。
早
急
な
対
応
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
時
間
外
労
働
の
上
限　

　

月
45
時
間
、
年
３
６
０
時
間

▼
年
次
有
給
休
暇
の
取
得（
す
で
に
義
務
化
）

　

年
５
日
以
上（
年
10
日
以
上
の
取
得

権
を
持
つ
労
働
者
が
対
象
）

問
愛
媛
労
働
局
労
働
基
準
部
監
督
課

　
　
　
　
　
　

☎
９
３
５
―
５
２
０
３

  

事
業
者
の
皆
さ
ん
へ

労
働
局
か
ら
の
お
願
い

来場者には
記念品を贈るよ！
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